
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遺伝子改変食品 
Genetically Modified Foods-Widening the Debate on Health and Safety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The OECD Edinburgh Conference on the Scientific and Health 
Aspects on Genetically Modified Foods. 

2000 
OECD 

 
 



序文 
 

 本書は、「バイオテクノロジー及び食品安全性のその他の側面に関して調査するよう

に」との G8首脳（1999年 6月ケルン・サミット）の要請を受けて OECD 科学技術産
業局 (DSTI)によりまとめられたものである。 
 
 このDSTI報告はG8の要請に対するOECDの完全回答の一部を成すものであり、その
具体的な調査事項は 1999年秋後半のOECD理事会で明確にされた。この回答は、環境
局と食料農業水産局の調整の下、加盟国からの委員で構成される委員会により主として

作成された５つの報告から成る。バイオテクノロジーに関する内部調整グループ

（Internal Co-ordination Group on Biotechnology）の長、Michael Oborne氏がOECD
回答の全体の調整役を務めた。沖縄G8 サミット（2000 年 7 月）において提出された
OECD文書の完全なリストをAnnex（付属文書）に添付した。これらの報告はウェブサ
イトhttp://www.oecd.org/subject/biotech/g8_docs.htm.でも閲覧できる。 
 
 DSTIは、バイオテクノロジーと食品安全性の分野における発展を促すには一般社会、
ならびに、市民社会を構成する各界の代表者とのコミュニケーションが重要であるとす

る OECD事務総長 Donald Johnston氏や理事会の懸念にも応えている。 
 
 本書に掲載する報告は、市民社会の代表者（科学、ビジネス、産業、農業、労働、消

費者および環境活動家）ならびに多数の発展途上国との２回に亘る協議について要約し

たものである。 
 
 １回目の「バイオテクノロージー及び食品安全性のその他の側面に関する非政府組織

（NGO）とのOECD協議」は 1999年 11月 20日に、2回目の「遺伝子改変食品に関す
る科学的・健康的側面に関するOECD会議」は英国政府の後援によりエジンバラで 2000
年 2月 28日～3月 1日に開催された。これらの報告は（OECDで作成された他の報告
とは対照的に）加盟国政府の公式見解を代表するものではなく、市民社会の広範、かつ、

時として相反する見解を反映し、意見の一致および不一致の領域を指摘し、遺伝子改変

食品に関する論争の解決に向け前進することを試みている。参加者名は各会議について

の 詳 細 な 情 報 と と も に 各 ウ ェ ブ サ イ ト

http://www.oecd.org/subject/biotech/ngoconsultation.htm 及び 
http://www.oecd.org/subject/biotech/edinburgh.htm 
において掲載されている。 
 

NGOとの協議のプログラムと組織の責任者は Jean-Eric Aubert氏が勤めた。英国当



局者とともにエジンバラ会議のプログラムと組織の責任者はバイオテクノロジー・ユニ

ット長の Salomon Wald氏で、Stefan Michalowski氏、Johanne Newstead女史らが
補佐を行った。Sonia Guiraud女史らは両会議において、欠くことのできない管理業務
を担当した。 
 エジンバラ会議の議長報告はオックスフォードの John Krebs卿、同会議のラポター
（書記）のまとめはロンドンの Iain Gillespie氏とハーグの Peter Tindemansが執筆
した。 



遺伝子改変食品の科学的・健康的側面に関する OECDエジンバラ会議（2000年） 
 
議長報告 
 
はじめに 
  
この会議には 25カ国を超える国々から約 400名の招待者が出席した。この会議の目
的は、パネリストと聴衆双方を促して多様な意見を表明してもらうことであった。各セ

ッションは短い発表に次いでパネリストからの発言、最後に聴衆からの発言の順で行わ

れた。 
発表者とパネリストは、遺伝子改変食品の支持者、反対者および中立者がほぼ同数を

占めた。発表者は、出身国が発展途上国から先進国まで広範囲に亘り、主に科学者、規

制当局者、NGO、業界代表者であった。 
会議は遺伝子改変食品の安全性と人の健康に焦点を当てた。私は最初の挨拶の中で、

この会議は食品と農業における遺伝子改変技術に関する議論のほんの一部であり、従っ

て、バイオテクノロジーの将来に関する議論の一部にすぎないとの認識を示した。会議

の中心は、前年の遺伝子改変に対する一般社会の反発の中で英国の NGOや国民の主な
懸念である食品安全性にあったが、私としては倫理、環境の安全性、経済発展、知的財

産の所有権など他の問題に関する論議も排除したくなかった。 
会議は遺伝子改変食品の安全性の科学（消費者の態度に関する社会科学も含む）にも

焦点を当てたが、私は非科学的な問題（価値観や信条など）も議論の対象とし、排除す

べきではないことに同意した。 
 
会議の目的は単なる合意を得ることではなく、意見一致の度合いが大きい分野、様々

な意見がある分野、知識不足のために不確実な分野を明確にすることであった。遺伝子

改変技術は従来の交配による遺伝子改変と根本的に異なるのか否かという基本的な問

題でさえも参加者間の合意は得られなかった。 
 
 会議は３つのセクションに分かれた。 
 
・食品と農業にとって遺伝子改変科学とは何か。そのリスクと利益は何か。 
・食品安全性評価の科学とは何か。遺伝子改変食品により生ずる特別の問題があると

すればそれは何か。 
・世界の規制はどんなものか。遺伝子改変食品の性質上これらの規制を調整する必要

があるか。 
 



この短いまとめは会議についての私の印象を報告するものである。より詳細なまとめ

はラポターの報告に記されている。最終討議における発言、その後 E メールによる意
見や運営委員から出された意見も考慮に入れている。 

 
主な結論 
 
食品の安全性 
 
 世界中（特に北米と中国）で多くの人々が遺伝子改変（GM）食品を摂取している
がピア・レビューを受けた科学文献において人の健康に対する悪影響は報告されてい

ない。 
理論的には、GM食品が市場に出て 10年足らずであるため、人の健康に対する長

期的な影響はまだ検出されていない可能性がある。 
 
意志決定、評価および選択 
 
 将来、GM食品に関する政策決定も安全性評価もこれまでより包括的で開かれたも
のでなければならない。人々はどのように決定がなされたのかを知りたいし、意見を

求められたいと望んでいる。このようなプロセスは疑念の払拭に役立つであろう。 
とはいえ、話し合いの結果明らかとなる態度や信条をいかに GM 食品安全性の評

価とその情報伝達に組み込むべきかという問題については明確な結論が出なかった。

多くの人々にとって、依然、安全性評価は本質的に技術的で科学的なプロセスなので

ある。 
消費者は選択権を与えられるべきである。GM食品の表示は重要であるが、これを

どこまで（例えば、GM派生物まで、GMを飼料とする動物まで）拡大すべきかにつ
いての合意は得られなかった。表示は食品ではなく作物がつくられるプロセス 
に対してなされることも重要である。多くの場合、食品自体は従来品と変らないから

である。 
 
GM食品の安全性評価 
 
 GM食品を含む新規食品の安全性評価には種々の証拠を必要とする。よく用いられ
る手段の一つが「実質的同等性」の概念である。この考え方の本質は，新規食品とす

でに摂取されている食品との比較が新規食品の安全性を問う上でのベースとなると

いうものである。実質的同等性は，量的基準でもハードルでもなく，骨格となる考え

方である。それは絶えず修正・更新されているが，この概念を用いて６年が経過した



現在，更に詳細な見直しを行う時期が来ている。 
他に２つの技術的な問題がある。 
i)GM食品を含む新規食品の安全性評価を行う上で，（毒性試験以外の）動物への給

餌試験の重要性について明確な合意がないこと。 
ii)GM 食品の毒性およびアレルゲン性を試験する方法を再検討する必要があるこ

と。 
既存の国際機関は，食品安全性評価のための一貫性した標準や基準を設定すべく努力

しており，その努力は賞賛に値する。現在，食品安全性に関する予防原則について国

際的に討議が始まっているが，まだ，運用可能な形態として合意に至っていない。 
開発途上国および先進国における GM技術 
  
開発途上国からの演者らの大半は、GM技術が将来自国民の食料資源確保の一環とし

て極めて重要であることを強調した。世界の人口の 20％，土地面積の７％を占める中
国では GM が食糧生産においてすでに大きな役割を果たしている。アフリカや中南米

からの発言者もその重要性を強調した。しかし，開発途上国における今後の GM 技術

の応用は，多国籍企業のニーズよりむしろ現地の人々のニーズに照準を合わせたものに

すべきであるとの意見も表明された。 
 この最後の意見に鑑み，開発途上国のための GM 技術は，公的資金と民間資金の併

用により推進されるべきであろう。 
 安全性評価の基準は全世界で一貫性があり高い水準であることが不可欠な一方で，開

発途上国において GM 技術が強く求められていることは，一部の参加者による世界的

モラトリアムの提案に大きな疑問を投げかけるものである。 
 第１世代の GM 作物および食品は，先進国において消費者に直接的利益をほとんど

もたらさなかったとされているが，品質，健康または価格の面で直接利点のある新製品

が登場するにつれて認識が変るであろう。 
 
食品安全面以外の GMに関する懸念 
  
GM 反対者の主な懸念は，食品安全性の側面よりむしろ，そもそも何故 GM 食品を生

産するのかという幅広い疑問に関わるものであった。開発途上国の発言者のほとんどは，

GM 技術が将来の食糧生産に不可欠であると強く主張したが，ヨーロッパや北米の

NGO参加者の一部がこれに反論し，再配分，貯蔵中の損失防止の強化等により世界の
食糧不足を解決すべきであると主張した。また，開発途上国における政策決定や議論へ

の市民の関与を改善すべきであると指摘し、開発途上国の参加者の一部も同様の意見を

述べた。 
 GM農業についての第２の懸念は，環境への潜在的影響であった。これまで多くの圃



場試験が行われており，また，大規模な GM 作物の作付けが行われている地域もある

が，環境に対する影響の評価が十分になされていない。特に，生物多様性が豊かな熱帯

地方において不十分である。 
 
前進のための道 
  
エジンバラ会議の最も重要な側面は，GM食品に関するあらゆる立場の意見が出された
にもかかわらず，合意分野があったことである。意見の不一致、または、情報不足によ

る不確実性のある問題を特定できたばかりでなく、科学的分析の対象となる問題と政治

的要因，信条および価値観にかかわる問題とを切り離すことができた。詳細はラポター

の報告に示されている。 
 この会議は，GM食品および農業に関する世界的な議論の新たな出発点をなすもので
あり、一部の主要な問題について代表者間で議論するという包括的なアプローチがとら

れた。そして、残りの議論についてもこのプロセスを継続すべきとの考えが支持された。 
 そこで，私は，エジンバラで始まったこのプロセスを継続するために，国際フォーラ

ムの設置を薦めた。このようなフォーラムの目的は，GM技術に関する科学的知識によ
る評価の現状を政府に提供し，この評価を社会の幅広い関心と関連付けて行うことであ

る。 
 グローバルな評価のモデルとして，IPCC（気候変動に関する政府間パネル）がある。
このパネルは、各国政府が気候科学における世界中の専門知識の利用を可能にし、情報

を提供するが政策立案は行わない。また、最新の多数派意見だけでなく少数派の科学的

見解も示し、定期的に報告を更新している。 
 私が提案するフォーラムは，IPCCとの類似点もあるが，科学者だけでなく他の利害
関係者も含める。 
以下はどうようなフォーラムにしていくかについての提案である。 

 
・フォーラムは，Codex委員会など既存の国際機関の取組みを基盤とし、それらとの
相互作用を図るものであり、それらと重複または代用するものではない。 
・フォーラムは，グローバルなものであり，G８諸国やその一部に限定すべきではな
い。とりわけ，エジンバラ会議の重要なメッセージの一つが、GM技術の応用が急速
に進んでいる開発途上国の役割であった。  
・フォーラムは，世界最高の科学の専門家が率いるべきであるが，科学者に限らず広

範な専門知識や意見を含めるべきである。 
・フォーラムの当初のテーマは，農業および食糧生産における GM の食品安全性お

よび環境安全性の２つとする。 
i)政策決定者への報告書の形の科学的評価、 



ii) GM 技術と社会との関係に関する包括的でグローバルな討議の 2 種類の活動を
行う。フォーラムおよびその報告書の所有権は各国政府に帰属すべきである。 

・ 報告書は，急速に出現する諸技術を評価し易いよう、タイミングよく作成すべき
である。 

 
まとめ 
 提案されたこのフォーラムは，食品と農業における GM 技術のグローバルな討論と

評価を可能にすることにより，２つの重要な機能を果たす。 
 第１に，フォーラムは，新しい GM 技術の発展に伴って、そのリスクと利益に関す

る最高の科学的分析を可能し、各国政府に適切な専門的助言を提供する。この助言は，

最新の多数派意見のみならず、広範な科学的意見や不確実性も考慮に入れる。 
 第２に，フォーラムは，技術の発展，政策，市民の懸念および願望の関係について理

解を深めることができよう。これは，純粋な科学的分析を超えてフォーラムの幅を広げ，

私がエジンバラ会議に関連して言及した広範な問題を含めることによって達成される

であろう。 
 この２つの目的を達成する方法は複数ある。一つは，科学的評価を行うために、科学

者が率いるが、他の利害関係者も含む専門家パネルを設ける方法である。このような専

門家パネルの報告書原案は，エジンバラ会議のように科学以外の問題も討論の対象とな

る、もっと広範なフォーラムの討議の基礎として用いることができよう。また、専門家

パネルはこのような広範な討論をふまえてその報告書を修正することもできよう。 
 私は，フォーラムの詳細な仕組みよりビジョンを描きたかったので、実施の詳細事項

は意図的に他者に任せることとした。 
John Krebs 

オックスフォード 
2000年 3月 



OECD遺伝子改変食品の科学、健康の側面に関するエジンバラ会議 
 
ラポーター報告書 

 
本報告書は、エジンバラ会議期間中に話し合われた実体的内容と将来の議論の進方に

関する共通の認識について、２人のラポーターの見解を報告するものである。 
 
エジンバラ会議では、様々な背景を持つ４００名の参加者が一堂に会した。会議の目

的は食品、作物分野のＧＭ技術を社会の必要性に照らし、応用することの是非、方法論

について共通の見解を得る事にあった。 
焦点は現在食品で使用されている何十ものＧＭ作物の安全性である。環境、貿易、開

発のへの影響、倫理的、社会的懸念に付いては、充分な討論はされていないが、完全に

別個の問題とすることは出来ず、ヒエラルキーをつけることも出来ない。しかし、追跡

可能な分析をするためには、先の諸問題は個別に検討すべきである。 
本会議では、ＧＭ食品のリスク、便益の評価に対する様々なアプローチについて、多

様な見解が発表・精査された。様々な関係者、特に政府、業界、研究者、規制当局、国

民の間に信頼を再構築するため、対策を取る必要がある、という点に強力な意見の一致

を見た。 
 
会議結果の要約 

 
数多くの点については、参加者の全会一致とまでは行かずとも、大多数の意見の一致

が得られた。当然、意見の対立する争点も沢山あった。入手可能な証拠の解釈の違いで

あることもあれば、より根本的なところでの意見の相違も見られた。更には、現在、知

識が欠落しているために、意見の一致、不一致を明解に出来ない点もあった。 
 
意見の一致が得られた点 

 
社会がいかにＧＭ食品に対処すべきかを検討するためには、研究所、工場、圃場の関

係者を含め、より幅広い議論を行うべきである。議論は、今以上の開放性、透明性、包

括性を持って、行われるべきである。開放性、透明性は、政策過程でも必要である。消

費者、市民など、一般の国民は、知る権利を持つだけでなく、妥当な意見を持っており、

その意見は適切な場で発言し、理解を得、意思決定・政策決定の過程でも、相応の重み

を持って、反映されて然るべきである。 
多くの消費者は、すでにＧＭ食品を食しているが、必ずしも、それを知っているとは

限らない。これまで、ＧＭ食品を食することで、人間の健康に悪影響を及ぼすと報告す



るピアレビュウを経た科学的文献は登場していない。 
実質的同等性の概念、予防的アプローチの一種などを国際的に一貫性を持って採用す

るといったこれまでのリスクアセスメントの概念・慣行は、貴重な手段であったし、こ

れからも定期的にオープンレビューを行う限り有効である。 
ＧＭ食品の便益とリスクの双方を評価すべきである。ＧＭ食品は、明らかに、途上国

に真の便益をもたらす可能性を秘めている。しかし、その可能性はまだ充分に実現され

ておらず、この技術が適切な条件に置かれて初めて充分に実現される。世界の食物生産

にとって、質、量ともに、人口成長・貧困が真の課題である。しかし、ＧＭバイオテク

ノロジーが、その増大する食品需要に対する全面的解答にはならない。あくまでも、部

分的解決策に過ぎない。 
先進国の消費者は、第一世代のＧＭ食品製品の便益を今だ、充分に理解していない。

便益としては、食品価格の低下、場合によっては、健康上の便益、たとえば、農家によ

る殺虫剤や発癌性薬品の使用率の低下、といったことが考えられる。しかし、現在まで

のところ、消費者にとって具体的な便益の定量化は示されていない。いわゆる第二世代

のＧＭ食品製品になれば、もっとはっきりした形の健康上の便益を提供することが出来

るようになろう。 
この議論をどの様に進めていくべきか、過去の経験から重要な教訓を学ぶことが出来

るだろう。 
ＧＭ食品作物において、抗生物質耐性マーカー遺伝子の使用を続けることは、充分な

代替品も存在する以上、不要なことである。今後、段階的に使用停止すべきである。種

子を故意に不稔性にするような技術は、特に最貧国で、使える種子品種に選択の余地の

ない場合、使ってならない、という点には広く意見の一致を見た。しかし、遺伝的封じ

込め（genetic containment）を目的とする「ターミネーター」遺伝子の使用に関して
は、便利で安全な手段として、広く認められている。 
ＧＭ食品の潜在的便益を、一番必要とする人達に提供するためには、公共部門と民間

部門の間にパートナーシップを醸成しなければならない。官、民、双方の資金を統合し、

技術的ノウハウ、技術移転、地域の知識の統括を行うべきである。 
消費者には選択が出来る様にすべきである。そのためには、製品の製造法に関する情

報が必要である。消費者が選択出来るように、表示を行うことは価値あることだという

点は、殆ど全参加者の認識が一致した。 
 
意見の一致が見られなかった点 

 
参加者の中には、ＧＭ食品のヒトの健康の側面を、他の幅広い争点、環境、貿易、社

会経済の要因への影響や、人々の信仰体系などと不可分のものと捕らえている人もいる

が、様々な潜在的影響を評価するには個別・具体的な方法を取るべきだと考える人もい



る。 
遺伝子改変を植物品種改良の道具の開発の延長線上にあるものと考える人もいる。そ

の人達は、ＧＭは、単に道のりを一歩先に進むことだ、単に、強力な一歩だと、とらえ

ている。 
しかし、そのほかの人達は、遺伝子改変は、新しい作物を産み出す方法論の根本的変

動であると考え、それゆえに、新規の安全性評価法が必要だと考える。 
動物用飼料のＧＭ食品が動物、もしくはヒトに対し、問題となるか、という点でも意

見は分かれる。GM 食品のリスク･便益について、どのレベルの機関が判断すべきかに

付いては、コンセンサスはまだない。ＧＭ技術とその製品の開発、販売、使用に世界的

な枠組が好ましいとする考え方と、国家主権を強力に主張し、リスク･便益の判断は各

国家に委ねるべきと言う考え方がある。ＧＭ食品に、世界の農業に果たすべき長期的役

割があるや否かに付いても、同様に意見が分かれる。 
ＧＭ食品に関する消費者の不安をどう評価すべきか、という点では、詳細な方法論は

いまだ意見の一致はない。 
ＧＭ物質（GM material）の追跡可能性(traceability)が必要かどうか、という点も議
論を呼んでいる。それは、先験的リスク評価を補完するに不可欠である、という意見も

あるが、リスク評価を充分に向上させれば市販後調査は回避できるという主張もある

（その実施可能性は今だ未知数である）。 
 
現在の知識の欠如 

 
社会がどのようにリスクを取扱うべきか、を決定する過程は「開放性、透明性、包括

性」を持つべきで、科学的不確実性をはっきりと認め、社会の懸念を当然、考慮すべき

である、というところは、意見の一致があるようだが、実際これを如何にして担保する

か、という点に付いてはコンセンサスが得られていない。 
ＧＭ食品が、ヒトの健康や労働者の安全性（生産時の暴露の結果として）へどんな長

期的な潜在的影響を与えるかという点は、今だ定かではない。 
毒性や、アレルギー性（たとえば、遺伝子改変の間に、未知のアレルゲンが種を越え

て、移入する可能性）の現在の試験法は、不確実性をはらんでおり、改善が必要である。 
長期的環境への影響、潜在的な生態系との相互作用、生物の多様性へのインパクトに

関しも、まだ不確実性である。殆どの圃場実験(field trail)は温帯地域で行われてきたの
で、熱帯地域でのインパクトは特に不確実である。 
動物の肥育試験は、安全性についての補完的な保証とはなる場合もあるが、ＧＭ食品

に関しては、適切か、有用かは分からない。 
 
前進のための可能性 



 
争点を整理し、はっきりと提示するために、重要な点については、以下の項目のもと

討議を行った。 
・便益対リスク：これは、ＧＭ食品の便益とリスクの双方を考慮すべきであるという

会議のコンセンサスを表わす。 
・ＧＭ技術の管理：これは、ＧＭ食品のリスク管理についての参加者の見解を綜合し

たものである。 
・関係者の役割：これは、関係者が如何に協力して前進することが出来るかを示すも

の。 
・国際的プログラム：前進のための可能性。 

 
便益対リスク：第一のバランス 

 
一つのＧＭ食品の便益とリスクの間のトレードオフは、世界の地域によって、また、

経済体制によって－最貧国から、新興経済圏、移行期にある諸国、完全な先進国まで－

異なる意味を持つ。同一の地域であっても、人口のセグメントが異なれば、そのバラン

スは異なる。特に最貧国では、人口成長が続いており、より大量の、もっと栄養価の高

い食品を必要としている。配分の問題は、現実的な問題であり、収穫後の損失もまた、

現実的な問題である。しかし、消費者のための安価な食品の現地生産をおりこまない戦

略が奏効すると想定するのは現実的ではない。 
新規技術を判断するにあたって、今日の農業が将来の需要を満たす可能性は、かなり

厳しいという点も念頭に置くべきである。都心の開発に伴い、耕作可能な土地は減って

きており、生産性の伸びも頭打ちとなっている（一つには、伝統的育種技術の潜在性が

低迷してきていることによる）。ＧＭ技術が適切な条件のもとで開発されれば、解決策

を提供できる可能性は高い。ただし、ＧＭ技術も、バイオテクノロジーも自ずと限度が

あり、途上国へ充分な量の、必要な栄養価を持つ食品を供給する解決策を全て提供する

ものではない。幅広い領域での政策措置が必要である。ＧＭ技術は、貧困を根源的に根

絶する努力に取って代わるものではない。 
ＧＭ食品に基づく経口ワクチンや栄養補助製品は、大きな便益をもたらす可能性を持

っている。他の技術も利用可能であると思われるが、バイオテクノロジーは、短期的、

中期的には、最貧国へ妥当なコストで、実施可能な選択肢を増やすことになるかもしれ

ない。   
その実現のためは、途上国のニーズに高い優先順位をつけるベく、研究開発の方向性

を再検討することが必要になろう。だからと言って、個人、社会のレベルで、「許容で

きる」リスクとは何か、という判断まで、変えなければならないと言う事ではない。途

上国がＧＭ技術を利用するという選択をするのであれば、あらゆる側面で、厳正な安全



対策が必要であり、それは先進国の場合とまったく同じである。また、ＧＭ製品を使う

国の状況の中で、リスク分析を実施する能力が確保される様、あらゆる諸国が特別な努

力を行わなければならない。しかし、最終的には、便益とリスクのバランスについては、

社会が異なれば、判断も異なるこということになるのかもしれない。 
 
高度先進国では、中心の争点は、別の点にある。生産者は、効率化と企業利益に関心

があるが、環境への影響も低減しようとする。しかし、消費者にとって、具体的な便益、

すなわち、価格の低下、健康リスクの低減（殺虫剤や発癌性薬品への暴露の低減による

もの）、健康の増進などはごく僅かだ、と考えられる。例外としては、ＧＭ食品がある

特定の人口セグメントの特別な食事上の問題に対処する場合がある。高齢者の感染症に

対する抵抗性を強化した食べられるワクチンや、栄養強化食品の開発などがその例であ

る。そのような製品（いわゆる栄養薬品 nutraceuticals）の安全性を如何に評価すべき
か、特に、新しい食品よりも、医薬品の評価に近いものとすべきかどうか、という問題

は、未解決である。 
世界の消費者は、どの地域でも、ＧＭ食品を消費するかどうかを選択する機会を与え

られるべきである（可能である限り）、という点に付いては、殆ど完全なコンセンサス

が得られた。その目標達成のための表示義務は、広く支持されたが、全面的な支持では

ない。 
表示によって、選択が出来るかもしれないが、それだけで、ヒトの健康にＧＭ食品が

長期的に有益な、または有害な効果をもたらすかどうかの疑問に答えるものではない。

適切な試験、調査がその目的のためには必要である。食物連鎖全体でＧＭ食品を追跡す

ることは必要か、実行可能か、といった点には更なる検討が必要である。 
また、ＧＭ食品や作物が、生態系の持続可能性、さらにより一般的には社会、経済へ

どのような影響を持つか、（たとえば、農業の構造、農村地域の将来、バイオテクノロ

ジー産業の市場の集中に関する懸念。）を調べるため、差別型アプローチ(differentiated 
approach)が必要である。特に、生態系の持続可能性への影響を評価するためには、長
期的なデータ収集が必要だが、それ自体、今だ存在しない。伝統的作物品種と意味のあ

る比較を行うべきである。インパクトは、当然、国・地域によって、異なるものとなる。

この問題はさらなる研究をすべきであり、長期的研究計画から得るところが多いだろう。 
 
ＧＭ技術の管理 

 
ヒトの活動のどんな分野であれ、永遠に全てのリスクを回避することはできない。課

題は起こりうるリスクを科学的に調査し、充分な予防措置を取ることにある。我々は、

社会に向けて、リスク評価について充分に伝えなければならない。許容範囲を如何に決

定したのかに明解に示さなければならない。許容範囲について決定をした後、実効性を



持つ措置やリスクの管理をするため、国民の信頼を得られる体制を構築しなければなら

ない。 
もちろん、常時監視を行う必要がある。どの新規技術も、自然の様々な側面を、異な

る組み合わせで活用するので、定期的に試験手技や手順を見なおし、必要に応じてさら

に開発して行く必要がある。しかし、新規の製品とその生産技術のリスク・便益の評価

をするときは、既存技術の製品と比較をすべきであり、単に、絶対評価のみを行うべき

ではない。 
現在の状況は以下のように要約することができよう。健康問題については、毒性、ア

レルギー性試験は過去も現在も行われている。これまでのところ、有意な毒性、アレル

ギー性を示すものはない。ピアレビュウを経て、ヒトの健康への有害影響を報告する臨

床試験や疫学のデータは出ていない。影響が許容範囲を越えた可能性が示唆された場合

もこれまであったが、現在の体制の中でそのような製品を特定し、市場での販売を阻止

できた。しかし、現在のところ、遺伝的改変が未知のアレルゲンの移入につながるかど

うかは、定かではない、という例からも明かであるように、警戒をし、手順の高度化の

ため、努力を継続しなければならない。 
GM作物の圃場試験(field trial)は、明かな有害事象もなく行われ、これまで遭遇した
ような特定の条件下では、リスクは管理可能だということを示唆している、との認識が

ある。しかし、試験の大半は少なくとも安全性の面ではある程度は評価が行われたもの

の、殆どの試験は温帯地域で行われた。このような試験の監視を強化し、新規及び既存

作物の一般公開前の評価作業をもっと行うべきである。これは，ＧＭ作物を栽培するこ

とになる環境下で行うべきである。 
現代のＧＭ技術は、単に遺伝子転移の方法が進歩する新たな一歩にすぎないのかどう

か、という点は意見が分かれるところである。初期の品種改良技術から、細胞技術を使

った品種改良、分子レベルでの最新の介入方法まで、全て一連の連続性の上にあると考

える人もいるが、GM技術はこれまで存在したものとは根本的に異なるものだと考える
人もいる。しかし、開放性、透明性、包括性を持ったリスク評価、管理、意見交換の体

系が不可欠である、という点では、全員の意見は一致する。 
一般の食品安全に対処すべく、各国がこれまで作ってきたリスク評価、管理、意見交

換の体系（１）とその実施法は、最近より一層の精査の対象となっている。単に GM問
題が注目されているだけではなく、国民が健康と安全性問題への不安と、環境、社会－

経済、倫理問題の論点との分離をさせることができず、ことをさらに複雑にしている。 
（１）リスク評価、管理、意見交換の三点は、社会がリスクに対応する際に不可欠の

ものである、ということには、一般的に意見は一致する。これら全ての側面を指して、

われわれは「リスク取り扱いの社会的過程」また、単に「リスク取扱」という。 
 
GM食品、作物に使われている具体的評価方法も、リスク評価、管理、意見交換の全



体的体系も、双方とも批判の対象となっている。しかし、リスク取扱の体系を改善すべ

きであるというコンセンサスはあるものの、これまで知見やその他の実験で現れた予期

せぬ事象に対処して取られた対応の中で得られた証拠の範囲では、実際のリスクレベル

が上がってはいない。一般的には、実験担当者は、対処方法を向上させてきている。我々

の知る範囲では、これまで作られてきた仕組みで、このような予期せぬ事象に対処でき

ているし、対処の役割分担もできている。その対応とは、問題を科学に戻し、追加試験

を要求し、規制当局に動いてもらう、といったことだ。現実の問題としては、抗生物質

耐性マーカー遺伝子の使用を段階的に停止させるという、今や一般的にコンセンサスと

認められている点である。 
現在の課題は、リスク取扱体系をいかに監視し、調整していくか、そして、予期せぬ

事象に対応し、科学的不確実性を扱うか、だけでなく、GM食品や作物に関する社会の
幅広い疑問点を扱い、規制当局の信頼性を回復して行くことができるか、という点であ

る。 
このためには、健康、環境への有害事象の可能性について、査定をする方法論を定期

的に見直し、元々の目的に合致するものであるかを判断しなければならない。会議では、

具体的な行動のため、多くの提案がなされた。 
 
・現在、GM製品に行われている毒性、アレルギー性試験は、標的作物植物では 
なく、組換え微生物に発現した遺伝子産物を用いている。このやり方を見なおし、予測

手段として、動物試験を行うことの是非、有用性を考えるべきだという主張がある。 
・アレルギー性に対して用いられているディシジョンツリー（GM食品に固有の 
ものではない）に今すぐにでも、改良を加え、in vivo と in vitroの試験が含まれるよ
うにしなければならない。 
・実質的同等性の原理を再検討すべきである。OECD は、この五年間の使用経験をも
とに、この概念を常に検討してきた。しかし、本会議は、もっと根本的な再評価が必要

である、という見解である。透明性のある再評価を実施するには、様々な利益団体の参

加が必要であるが、その方法論を決定するには、この分野の様々な国際機関、すなわち、

新しい Codex Alimentarius Task Force、OECD、FAO、WHOが関わる必要がある。
理想的には、２年以内に、この再評価を完了し、結果を発表すべきである。 
・生物安全性に関するカルタヘナ議定書に掲げられたリスク評価の予防的アプローチの

概念は、リスク評価、管理体制に関して、消費者、国民、特別利益団体、研究者らが求

めている新規のアプローチを取り込む実践的な方法となりうる。 
 
リスク分析の体系を構築するにあたり、尤度に応じて、リスクを分類するのがよいだ

ろう。たとえば、リスクに確率を割り当てる（経験的に、推定が可能であれば）、仮説

上の、と表示する（理論的には存在するが、確率を推定するデータがない場合）、推測



の、と指定する（説得力のある理論的基盤はないが、将来の R＆Dが是非必要と考えら
れる場合）。 
安全性評価に用いられる方法・原理の再検討は、自動的に規制の増加・強化を意味す

るものではない。最終的判断を下すためには、便益の評価も同様に重要である、という

結論に広い支持が集まった。規制は、技術を使用する国・地域の状況の中で、潜在的リ

スクと便益のバランスを取らねばならない。これは、政策決定の問題であり、規制の対

価も考慮に入れなければならない。 
健康のリスク評価は、環境の場合よりも変動幅がずっと狭い。環境リスク・便益評価

は、ほぼ間違いなく、相当に地域的、現地特有の要因を考慮せねばならない。評価結果

は、ある環境と、また別の環境の間では、移転できないこともある。健康のリスク評価

は、より普遍的なものであり、医薬品の規制の国際的アプローチにおいても、その認識

をもとに、異なる国で得られた結果を一貫性があるものとし、共有を許可している。消

費のパターンは大幅に異なり、基本的健康、栄養水準も差があるだろうが、一般的には、

場所に拘らず、同じ食品はヒトに対して、同じような影響を及ぼすだろう。 
最終的に、本会議では、この問題について、リスク評価体系は、透明性を持ち、情報

を提供し（監視、研究の結果などについて）、様々な関係者の包括的参加があって、初

めて、一般の信頼を得ることができると結論付けた。その後、関係者の見解をいかに政

策決定の過程に反映させるのかについて明解にする必要がある。 
 
受益関係者の役割 

 
上述の課題に取り組むためには、各政府からの主要なコミットメントが必要である。

長期的に国内、または、地球規模の農業のニーズに関連して、研究開発に高い優先順位

をつけるのは特に困難であろう。 
新規の GM 技術のリスクと便益について、一般の議論に、さらなる包括的参加を促

すこともまた、困難であろう。本会議は、独立機関による科学的アドバイスは、それが

たとえ一般に受け入れられている考えとは反対のものであっても、完全にオープンな過

程の中で果たすべき役割は大きい、と考える。 
各国政府、科学者ら、の双方が、明解な、分かりやすい、関連性のある情報を国民に

もっと提供すべきである。だからといって、科学者の言うことを全て、額面通りに鵜呑

みにすべきではなく、最終的な判断をする時に、科学的議論だけを考慮すべきではない

が、もとより政治家の仕事である意志決定には、最善の利用可能な科学的アドバイスを

供すべきである。また、科学者は科学の世界の中での仕組みに関わるだけでなく、より

幅広い国民に向けた仕組みにも参加をし、定期的に科学的知識を再評価し、不確実な分

野を特定・縮小すべきである。 
不安を持つ消費者に、GM食品の安全性評価には何も隠すべきことはない、と納得し



てもらえるよう、情報へもっとオープンにアクセスできるようにしなければならない。

安全性評価や圃場監視(field monitoring)、市販後調査のデータは、現在考えられている
よりも、もっと幅広く、容易に利用可能にすべきである。これは、現在は民間部門の内

部資料となっている広範なデータもできる限り開放しようとするものである。これを実

現させるのは、産業界、学界、政府にとっては大変困難なことである。 
一般の国民の関与を如何にして促進するかという点については、利益団体が中心とな

った事例、独立機関による事例、など、様々な国、地域から、良い事例報告があった。

この実際の経験をベースとして、社会・自然科学者が協力すれば、開放性、透明性、包

括性を持った分析、意思決定のより良い過程を構築する方法論を決定し、国民からの信

頼を回復することにつながるかもしれない。多くの団体には妥当な意見、経験があり、

たとえば農家は様々な世界の経済圏に関して、多岐にわたる考え・懸念を持っており、

参考にすべきである。 
国民の幸福のため、各国政府は産業界と定期的に作業を進めている。農業分野の GM

技術は官－民の協力をもっと高められる余裕のある分野だと考えられている。民間部門

は GM 技術の開発、販売に大きな役割を果たすので、議論に参加すべきである。しか

し、バイオテクノロジーを含め、技術開発・普及を、全て商業的利益を求める条件下で

行うことは不可能であり、不適切であるので、民間部門に依存するばかりでは、GM食
品の持てる可能性を十分に育成することはできない。官－民のパートナーシップをさら

に高める余地はまだ相当ある。 
リスク評価についても同様のことが言える。同等のデータ、リスク評価、共同の国際

的公的資金による研究をもっと共有すれば、有効性のあるリスク分析をするための全体

的コスト負担を低減できるかもしれない。コストの増大は、産業界の集中を促すことに

なる可能性がある。 
官－民のパートナーシップが効果的に複数の利害関係を充足させるためには、権利問

題をより絶妙に扱うことが必要である。たとえば、特許権と植物品種保護権の間にどう

やってバランスを取るのか、という問題は、慎重に評価・考慮すべきである。数多くの

官－民共同事業の中で、農家や途上国の政府機関が広く利用している作物の知的所有権

を特別免除とする措置や、GM技術を共有する一般的政策などが提案されている。適切
な機関が、現行の取極めを見なおし、上記のような懸念に対し、衡平な解決策を作る、

という作業は、現在も継続しており、さらに、強く推進すべきである。GM食品、作物
に関する論争を鎮めるためにも必要である。同様に、企業、農家、育種家(breeder)の
間の、責任問題も、解決しなければならない。 
 
将来へ向けての国際的取り組み 
 
これは、すでに、FAO、WHO、OECD、CGIAR、ILSI など数多くの国際機関がか



なりの活動を推進している分野である。今年初め、モントリオールで、生物安全性に関

するカルタヘナ議定書(Cartagena Protocol on Biosafety)が合意された。新規の国際的
構想は、既存の団体・枠組の中では現在、または将来、効果を上げられない分野で、付

加価値・補完性を提供できるものでなければならない。 
詳細なレベルでは、三叉構造の国際的取組みが全体としての行動の鍵となる可能性が

ある。 
 
・益々狭小化する面積の中で、増大する人口のために食品を生産する問題の緊急性に

鑑み、多くの参加者は、従来型の農業研究の斜陽に警告を発した。したがって、GM
作物の可能性を育成する為には、各国政府は、既存の国際的枠組を介した農業研究ヘ

の資金投入水準を根本的に見なおす必要がある。 
・GM 技術の健康･環境問題は、農家を含む全ての関係者の参加を得て、共同・比較

試験を適切な条件下で行うことができれば、国際的注目度も高く、有効なアプローチ

を作成することができ、ひいては、各国が自治性を失うことなく実施できるだろう。

このような取組みを実現させるには、健康への影響評価に使う一般的枠組にはすでに

コンセンサスが得られており、国際的合意を得られる科学的プロトコールの作成作業

を開始することが肝要であり、可能である。 
・途上国の専門職、研究者は、そのような取組みヘの参加と兼ねて、訓練を受けるこ

とができよう。そのような訓練の必要性は、本会議でも、繰り返し強調された。 
しかし、この技術の活用を最大化し、リスクを最小化する為には、これまで述べた現

在進行中、または、提案中の様々な取組みを全て、編み上げて行くことのできる、全体

に及ぶ何らかの国際的構想がもう一つ必要である。 
いずれにせよ、本会議で、少なくとも、国際的議論が始まった。これは、この先も継

続し、拡大し、国際的政策決定の場に、情報提供を試みて行かねばならない。科学的不

確実性が内在すること、将来への道を求め広範な分野から参加者を得るべきこと、とい

った点は、気候変動に関する現在の議論にも似ている。その意味では、IPCC（気候変
動に関する政府間ﾊﾟﾈﾙ）が一つのモデルとなる可能性がある。 
会議直後の次なる段階としては、政治的意志があれば、様々な国際機関やこの分野の

先端を行く各国政府が、GM食品に関わる問題の議論をする継続的専門家会議を設立す
る可能性について検討するフィージビリティスタディを短期間の内に実施できるだろ

う。 
 

エジンバラにて 
2000年 3月 
イアン・ジルスパイア 
ピーター・ティンデマンス 



 
 
 
 
 
 
OECD遺伝子改変食品の科学、健康の側面に関するエディンバラ会議 
 
会議プログラム 
2000年 2月 28日―3月 1日 
 
場所：エディンバラ国際会議センター 
出席者：招聘者のみ。世界各国の学界、消費者、その他の利益団体、産業界、国際機関、

OECD政府代表、報道機関から、約 400名の参加者に限定。 
 
目的： 
本会議の目的は、多岐にわたる参加者が一同に介し GM 食品の特に科学的側面、及

びヒトの健康の問題に関し建設的対話を行うことにある。一連の包括的でバランスの取

れた発表、ならびに率直な意見の交換を介して、以下の問題点についての解答を模索す

る； 
 
・食品の遺伝子改変についての現在の科学的理解の状態はいかなるものであるのか。

科学的には不確実な分野は何か。現在の傾向と将来の展望は、また、便益、リスクの

可能性はいかなるものか。 
・自然科学・社会科学は、GM食品を理解し、安全性を担保する際に、どのような役
に立つのか（たとえば、GM と従来食品の健康リスクの比較をする場合）。消費者は

食品安全性リスクをどのように認識しているのか。 
・既存の規制の枠組では、GM食品の安全性はどのように評価されているのか。 
・GM食品の安全性問題にさらなる国際的協力は必要か。 

 
食品の遺伝子改変は、現在、市民、政府の関心の的となっているが、遺伝子、分子生

物学、関連分野の進歩のなかで実用化に伴なって生じている、相互に関連する一連の争

点のうちのひとつに過ぎない。本会議での中心的テーマは GM 食品のヒトの健康に対

する影響であるが、これは他の重要な争点にも緊密な結びつきがある。たとえば、環境、

国民経済、国際貿易への影響、文化的、倫理的問題点、などである。本会議では、これ

らの話題を除外するものではないが、ヒトの健康問題を強調することで、焦点の定まっ



た建設的な議論が行われ、有益な成果をもたらすことが期待される。 
本会議は、OECD閣僚からの委任(mandate)および、G8先進諸国の指導者らの要請

を受け、バイオテクノロジーと食品安全性の特定の側面について、検討をし、報告をす

る OECDの作業計画の一環として行われるものである。本会議の報告書は、今年、G8
代表者へ提出される。 
 
会議の形式： 
発表及び討論は３つの主題に関して行われる：「遺伝子改変と食品生産」「GM食品と
ヒトの健康」「規制の枠組みと消費者の関与」。各セッションでは、ﾊﾟﾈﾙによる回答、全

体討論が行われる。 
最終日には、会議としての結論をまとめる。ラポーターは、各セッションで指摘された

重要な点について要約を発表し、引き続き、会議参加者がさらにその問題点について討

議する機会を得る。会議の議長による全体の報告は、OECDのウェブサイト
www.oecd.org/subject/biotech/edinburgh.htmにおいて公表される。 



バイオテクノロジーおよび食品の安全性に関わる他の側面についてのOECDの非政府
機関との協議 

 
概要 

 
OECDは、1999年11月20、50以上の非政府機関（NGO）との会合をパリのOECD

本部において開催した。この国際フォーラムは、バイオテクノロジーとそれ以外の面で

の食品の安全性に対するNGOの考え方を聞いて理解する上で、成功であったと思われ
る。フォーラムには、企業、労働組合の代表、さらに科学者も出席した。OECDからは、
これらの問題を扱う5つのOECDの委員会の委員長を務める政府代表が出席したが、彼
らはまた議論を傍聴するために来た多くのOECD加盟国の外交上の代表でもあった。 
出席したNGOの大多数は、バイオテクノロジーそれ自体の発展に批判的ではないも

のの、その過程および最新のバイオテクノロジー技術から得られる製品に対し、より慎

重に監察、監視することを望んだ。遺伝子改変生物（GMO）が人の健康や環境におよ
ぼす影響についての彼らの懸念に対し、現時点での科学は満足のゆく対処を為し得てい

ないと思うとNGOの多くが発言した。企業および科学者のグループは多くの異なった
考え方を持っていた。 

 
 この会議から導かれたいくつかの概括的な結論： 
 
・科学者自身は、GMOをいかなる意味においても推進していない。彼らは、あらゆ
る科学、あらゆる進歩はリスクや危険をともなうもので、歴史的に見ても、常にそう

であったと認識している。近代科学は“確率”を評価し、リスク管理の方法を改善する
ための分析や行動を必要とする高度な技術を生み出す。一部の参加者は、そうした新

しい技術を取り扱うには、“予防原則”を適用することも必要だと考えた。 
・農家は、これらの新しい技術がコスト削減と収量増大をもたらすとして、大きな関

心を寄せている。しかし、彼らは彼らの畑でGMOを栽培するか否かの選択権を持ち
たいと願っている。彼らはまた、知的財産が数社の多国籍企業に属することにより、

世界的な独占権の行使につながりうることに懸念を抱いている。数名の参加者が植物

のような“生きているもの”の特許権に異議を申し立てた。農家もまた、海外で販売

できないかもしれない作物を栽培する前に、遺伝子改変食品についての国際貿易規則

を知ることを希望した。 
・消費者は、一律に遺伝子改変作物反対を唱えているわけではないが、彼らは彼らの

国の市場での、食品を“選ぶ権利”については断固としてゆずろうとはしない。彼らは、
その理由が何であろうとー健康、倫理的、宗教的その他―彼らが食べているものが何

なのかを知る権利があると感じている。このことは、表示の義務付けや遺伝子改変作

物のトレーサビリティの限界あるいは表示基準といった、関連する疑問を提起するも

のである。 
・一部の遺伝子改変作物の支持者らは、この問題は、特定の製品が、人が消費するの

に安全であることを証明できるかどうかの問題だととらえ、遺伝子改変食品が有害な



影響を及ぼさずに10年以上にわたって消費されてきたとしてアメリカの例を挙げた。
製品－遺伝子改変食品であるか非遺伝子改変食品か－は安全性の観点からは同じな

ので、表示は意味がないと主張した。 
・環境保護主義者らは、環境と人の健康に対する未知の長期的影響を避けるために、

モダンバイオテクノロジーのプロセス自体を規制する必要があると主張して強く反

対した。製品に対する規制は、これらの団体にとっては、あまりにも短期的で不十分

である。 
・遺伝子改変作物の支持者らは、GMO作物は、実証可能な環境上のメリットを提供
すると主張した。GMO作物の苗木は、新しい除草剤と併用すると、異なる種類の除
草剤を複数回散布する代わりに、一種類の除草剤の一回散布のみを可能にすると彼ら

は主張した。発展途上国においては、GMOの栽培で収量を増やすことは、熱帯雨林
の保全を可能にするかも知れず、これは地球環境に大きな利益をもたらすものである。 
・多くの環境保護主義者らは、一回散布しか必要ないのなら、その除草剤の方が更に

毒性が強いに違いないとし、これらの意見を拒否した。遺伝子改変生物を通じた耕作

の更なる強化が、生物多様性にとって深刻な影響を与えることが提示され、熱帯雨林

と耕地の両立しない取捨選択の議論についての疑問が出された。 
・一部の支持者らは、この技術は、発展途上国において急速に増大する人口に対して、

食料を供給するために必要だと主張している。OECD諸国は、すでに余剰の食物を生
産している一方で、発展途上国の多くは飢えているため、これは主要な問題である。

発展途上国は、食糧自給のために、遺伝子改変作物を必要としているのだろうか？

GMOの反対者らは、うまく管理されれば、伝統的な農業で十分であり、いずれにせ
よ、発展途上国における飢餓は、不適正な収入、既存の食料備蓄の誤った分配と、技

術移転が滞っていることによるところがより大きいと主張し、この必要性を強く否定

する。 
 
次の個別セッションの概要は、会議での豊富な議論と意見交換の詳細を示すものであ

る。 
 
セッション１－消費者の懸念 
 
食品の質と安全にかかわる消費者の疑問や懸念は、普遍的且つ個人的なものであると

いう、全般的な合意がなされた。この複雑な話題の特定の側面には、国ごと、北と南、

あるいは先進国と発展途上国との間で違いがある可能性があるが、注目を集める主要な

問題は同じである可能性が高い。数名の参加者らは、食品の安全性の問題に対して、ア

メリカよりもヨーロッパやアジア諸国の方が、より大きな一般大衆の懸念があることを

示唆するような、国内および国際的な調査を引用したが、参加者の中には、最近、アメ

リカにおいて、こうした問題に対する懸念が広まってきたことを述べた者もいた。

Consumers Internationalを代表したConsumer Union (アメリカ)と、Euro Coopによ
る、二つの冒頭発表とも、人々が遺伝子操作された食品の、潜在的な、付加的な健康上

のメリットや健康上のリスクについて知りたいこと、環境への影響や倫理的な問題に敏



感であること、そして、メーカーがこの意味で、決して誤解を招くことのない真実を伝

える義務を負うべきだと感じていることが語られた。発展途上国は、こうした懸念を先

進国と共有する一方で、現在入手可能な食物や飼料の収量や栄養価を上げられる技術に

対し、大きな関心を示していることが認識された。しかし、良かれ悪かれ、これらの技

術はいまなお、発展途上国の市場に到達していない。 
 
消費者は遺伝子改変食品の更なる商用化を懸念している 

 
消費者の代表は、消費者は、伝統的な食品と比べて遺伝子改変食品のメリットを徹底

的に疑っており、新規の食品や飼料を通して、既知および未知のアレルゲンや毒素が転

移する可能性を懸念していると述べた。遺伝子改変食品および飼料は、内因的に異なる

ものであり、なんら付加的なメリットをもたらすものではないことがわかっていると彼

らは主張した。現在ある製品は、従来型の同種製品と同価格であり、より環境にやさし

いとは思えない。一般の消費者は、可能な限り充実したリスク・ベネフィット情報を欲

しており、自らが選んだものを食べる、食べるものを選べるという基本的な権利を持つ

ことが指摘された。したがって、市場に出回っている食品の質と安全についての専門知

識を持つ者は、表示、食品問題にかかわる広範な公衆啓蒙プログラムやその他の手法を

通して、一般大衆にその知識を伝えなければならない。 
 
多くの消費者は表示要件を見たがっている 

 
出席したいくつかの消費者団体は、表示に対する、責任のある国際的な監視や国際的

な指針を要求した。彼らは、とりわけ、非遺伝子改変食品を遺伝子改変食品から分離す

るため、そして成分の潜在的な悪影響をモニタリングするため、また、長期的な一般大

衆の安全のために、食品の出所を確認するための表示が必須だと感じていた。これらの

団体の見解は、多くの国の政府が、より厳格な規制および監視制度を作るべきで、それ

に応じて、リスクアセスメントの根幹として“予防原則”を適用すべきであるとのことだ
った。政府は、認可を義務付ける制度と明確な基準を作るべきで、消費者は、政策立案

プロセスに対して、中心的な役割を果たす資格を持たされるべきである。これらの団体

によれば、製品表示や広告の規則は、健全なモニタリングと報告により支持されなけれ

ばならず、認可やライセンス契約に関する決定の見直しと申し立ての規定が設けられな

ければならない。遺伝子改変食品の安全は、自主的な指針の対象となる分野ではなく、

安全対策を企業任せにしてはならないことが語られた。何名かの参加者は、政府は、そ

れゆえ、表示の義務付け、新規な食品のため、透明な承認プロセス、リスクアセスメン

トの一環としての、定期的且つ体系的な環境影響分析といったリスク管理手法の開発に

おいて、明確な役割を担っていると感じていた。遺伝子改変食品も、医薬品と同じ要件

を適用されるべきであることが提案された。 
 
多くの消費者は、科学には限界があると認識していた 

 



多くの消費者の代表は、政府が食料政策を立案する際に使う科学的原則を定義づける

ことが、最大の課題のひとつだと考えた。いくつかのNGOは、承認制度が、一般大衆
にとって合法的なものになるためには、健全な科学と、透明且つ予測可能な規制プロセ

スが必須だと感じた。リスクアセスメントからもたらされた情報は、入手可能となり、

一般に理解される言語に翻訳されなければならない。しかし、出席していたいくつかの

グループによれば、二つの理由から、科学のみを決定の根拠として考えてはならないよ

うだ。 
第一に、科学には限界がある。科学は、確率という意味でしか答えを出すことができ

ない－絶対的な確実性をもたらすものではない。われわれが知らない事柄と、知ってい

る一部の事柄の不確実性とを認めることが必須である。このことは、遺伝子改変食品や

飼料の安全性の問題に取り組むために、より堅固な科学的根拠を作るうえでの動機にす

らなるかも知れない。 
科学界の代表らは、科学に限界があるという事実を、科学あるいは、遺伝子改変食品

や飼料の承認に対する行き詰まりの理由としてとらえてはならないと回答した。もしも

科学的な確実性が必要とされるのなら、ほんの数例を引用するだけでも、外科手術や麻

酔薬が医療に導入されることはなかっただろうし、航空輸送も存在しなかっただろう。

しかし、科学は、危害（危険）という概念とリスク（危険が現実のものになる確率）と

いう概念とを区別することから、科学に基いた進歩が可能となった。科学的なアプロー

チは、危害や、それらの危害にかかわるリスクを回避するのに役立つ、重要な管理ポイ

ントやモニタリング手法を、体系的に特定する。 
純粋な科学的アプローチだけでは不十分であることに対して挙げられた二つ目の理

由は、食料政策の決定は、単なる科学的事実でなく、社会的な価値観からもたらされる

主観的選択を必要とするということだった。多くの消費者は、今日、食用作物の遺伝子

改変のプロセスは根本的に新規で且つ異なっているために、遺伝子改変食品は従来の物

と違っており、それゆえ、テストされていないと考えている。彼らは、GMO由来のあ
らゆる商材における表示に、プロセスが明記されるべきだと要求している。しかし、科

学者や規制当局は、プロセス自体は、最終製品の安全性についてあまり多くを伝えるも

のではないと主張した。これが、大半の現行の規制において、それらが作られた方法 
荷ではなく、製品そのものについての規制に重きが置かれている理由である。 
 
労働組合の持つ関心と一致が見られる 

 
最後に、消費者団体の懸念と労働組合のそれとは、食品生産および流通にかかわる作

業者の健康と安全の問題について一致していたように見えた。両団体とも、これらの問

題が他の公衆衛生モニタリングあるいは研究プログラムの一環として扱われるべきだ

ということに合意していたようだ。新規食品とGMOの開発、生産および加工にかかわ
る職業上の危険を評価するための別の研究が必要である。作業者の、彼らの健康に影響

を及ぼしうる製品や工程についての情報｣を知る権利は保証されなくてはならない。そ

して一般市民の健康に脅威を及ぼすような仕事につくことを拒否する権利は、法律に明

記されなくてはならない。 



 
セッション２-環境上の懸念 

 
環境保護に関心を持つNGOの冒頭発表は、GMOを基盤とした農業にかかわるリスク

を強調した。討議は、以下のように分類できるいくつかの主要テーマを中心になされ

た；技術のメリットと欠点、規制当局のアセスメントの問題、また、バイオテクノロジ

ーの将来的な管理。 
この討議の各側面の中心には、とりわけ、農業におけるバイオテクノロジーと遺伝子

改変の応用が、何か新たなものを意味するのか、あるいは、これらの応用が、伝統的な

農業と作物育種の単なる延長線上にあるものなのかについての論議があった。これらの

非常に異なる見解の双方が示された。 
 
出席していたいくつかのNGOは、環境に対して真のリスクがあると感じた 

 
環境NGOは、現在の知識の水準を考えると、GMOにかかわるリスクは、確率論では

評価できないことを強調した。遺伝子を改変した作物の評価において、従来型の作物に

ついての知識を当てはめることはできない。また、これらグループの見解によれば、

OECDによって開発された“ファミリアリティー”や“実質的同等性”といった概念を当て
はめることはできない。 
環境NGOはまた、自然に対するGMOの長期的影響は、相対的にいって未知のものだ

ということも強調した。彼らは、後代に続くかも知れぬ遺伝子変異やコントロール不能

の発展の深刻な可能性について懸念している。彼らは、より掘り下げた研究と“予防原
則”の厳格な適用を要求した。 
最後に、彼らは、遺伝子改変作物には、生物多様性を減少させる本質的なリスクがあ

ることを指摘した。彼らは、伝統的な農業が耕作強化された際に、OECD諸国で顕著に
記録された植物相と動物相の双方に対する悪影響を引用した。 
 
しかし、環境についての潜在的なメリットを強調した者もいた 

 
バイオテクノロジー製品の使用における、現在および潜在的なメリットが、とりわけ

いくつかの地域の産業グループなどの数名の参加者により強調された。特に、遺伝子改

変作物がいまや一般的になっているアメリカからの農家の代表者らは、遺伝子改変作物

を栽培することが彼らにもたらす価値を強調した。一部の生産者によって引用された具

体例は、除草剤耐性作物の栽培によって、より効率的な雑草管理が可能となり、実際に

除草剤の使用を減らすことにつながったというものであった。同様に、害虫抵抗性作物

の使用は、殺虫剤の使用を減らすことにつながった。こうした発展は、環境に対するメ

リットの事例として挙げられた。 
将来的なメリットという意味では、数名の参加者らは、遺伝子改変作物は、より効率

的な農業につながり、それは、発展途上国でも、先進国においてと同様に生産者や消費

者に等しくメリットをもたらすと主張した。これは、世界の食糧生産に寄与するはずで



ある。 
 
しかし、この楽観主義論は疑問視された 
 
この楽観主義論は、いくつかの環境NGOによって疑問視された。人によっては、遺
伝子改変作物それ自体には反対していないと主張し、また、人によっては、強く反対す

るというように、異なる度合いの懐疑主義が見られた。多くの人たちは、主張された、

現在あるいは将来的なメリットについて納得できない様子だった。除草剤耐性作物の具

体例については、いくつかのNGOは、このことは、除草剤に対する依存を強めること
につながるという懸念を取り上げた。他の人たちは、特許化された遺伝子を持った遺伝

子改変作物の使用は、伝統的な農業形態を崩壊してしまい、農家が、彼らの作物から得

た種で農耕を続けることができなくなるかも知れないことを心配していた。彼らの主張

では、遺伝子改変作物の使用は、多国籍企業の製品に対する依存度を上げることにつな

がり、それは、とりわけ、発展途上国で営まれている農業に対して、心身ともに有害な

影響を与えるかもしれない。一般的な点として、いくつかの環境NGOは、バイオテク
ノロジーは、“世界の食料供給に役立つ”という主張に強い懐疑心を抱いていた。貧困と
いった他の要因の方が、はるかに大きな関係があると彼らは述べた（セッション3－農
産品部門の懸念を参照）。 
 
規制慣行も疑問視された 
 
環境NGOは、バイオテクノロジー製品に対する現行の規制について、いくつかの批

判の概要を述べた。一部の人たちは、遺伝子改変は、ー般的にいって良いことだという

前提が、規制当局にあると考えた。数名の人たちは、（他の分野の中でも、）生態学、社

会経済学の専門家ならびに公益団体を含む広範な分野の専門家を規制当局によるアセ

スメントに関与させることを要求した。 
多くの参加者らは、バイオテクノロジーと遺伝子改変の規制に関して言及した。この

討議は、いかなる特定の国の規制制度に対しても、詳細には焦点を当てるものではなか

った―ただし、アメリカにおける規制機関として、FDA、USDAおよびEPAの役割につ
いては一部言及された。産業界の数名の参加者らが、その制度に対する信頼感を表明し

た。更なる提案として、特に産業界の代表から出されたのは、異なる国々の規制官らが

より緊密に情報交換ができるようにするために、規制のハーモナイゼーションに対する

更なる努力が必要とされるということだった。 
 
バイオテクノロジーの発展はうまく管理されているのだろうか…？ 
 
最後に、バイオテクノロジーと遺伝子改変生物の将来的な管理に関連した問題につい

て多くの討議がなされた。数名の参加者らは、この技術は、非常に最近の科学の発展に

基いたもの―黎明期の技術とさえ呼ぶことのできる―であることを強調した。これらの

発展は非常に速く起きてきたもので、環境と社会に対する影響を全体的に予測すること



は、まだ時期尚早だと彼らは感じた。一部の人たちは、科学の現況にかかわらず、多く

の市民は単に、GMOの使用を不快に思っており、科学者らが必ずしも一番良く知って
いるわけではないと主張していると述べた。こうした理論的根拠により、数名の参加者

らは、より多くの研究が行われるようになるまでは、農業におけるGMOの使用を一時
停止させることを要求するに至った。他の人たちは、圃場試験が行われることには満足

するものの、商業栽培の一時停止を好ましいとした。多くの人たちが、遺伝子改変製品

の表示に関するメカニズムや、製品におけるGMOのトレーサビリティーを担保する方
法といった管理手法の必要性を強調した。大半の環境NGOは、GMOの長期的な影響が
より厳密に評価される間に、“息をつく間”を与える手段としての“予防原則”を引き合い
に出した。 
他方、とりわけ産業界からの数名の参加者らは、バイオテクノロジーは、より効率的

な農業に対して貢献しうる単なる手段の一つに過ぎないと主張した。それは、たとえば、

統合的な害虫管理の役割を担っているのだ。農業的な収奪を制限することにより、生物

多様性をよりよく保全することにつながりさえするかも知れない。バイオテクノロジー

なしでは、農業の将来の発展は困難かも知れない。不適切なアセスメントと管理は、バ

イオテクノロジー技術の発展を阻害するかもしれない。こうした流れの中で、特定され

た危害という、明確に定義付けられたニーズ必要性があるときにのみ、表示が価値を持

つとの議論がなされた。”予防原則”の意味するところが、食品における遺伝子改変生物
の全般的な使用を進める上で、リスクがまったくないことを証明しなければならないと

するのであれば、それもまた批判に値する。 
 
セッション3―農産品部門の懸念 
 
農産品部門のセッションでは、農業生産者と、関連する上流（種子、農薬）および下

流（食品加工業者、卸売業者、小売業者）産業の、バイオテクノロジーと食品の安全性

にかかわる懸念が焦点だった。ビジネスおよび異なる地域の多様な関心を反映した、広

範な問題が討議された。それでも、討議の中には、ある程度の一致があるように見えた。

産業界の代表らが強調したのは、食物連鎖のあらゆるレベルにおいて、消費者および環

境グループが表明した懸念の多くを、彼らも抱いているということであった。 
 
リスクアセスメントとリスク管理の改善… 
 
特に、遺伝子改変食品に関して、現在の食品安全性アセスメントの規制がどの程度に

妥当であるかについて、意見が分かれた。リスクアセスメントは、科学をベースにした

透明なものであるべきで、産業よりむしろ政府が規制を設けるべきであって、人、動物

あるいは環境の安全が疑われる場合には、そうした規制は強制力を持つべきで、規制当

局は独立したものであるべきだということに関して、全般的な合意がなされた。しかし、

施行や遵守が保証されない限り、規則だけでは不十分である。規制のハーモナイゼーシ

ョンや相互認証は、貿易を増やす一方で、産業や消費者に対してコストを削減する手段

として考えられた。多くの参加者らは、遺伝子改変食品は、定義上は、非遺伝子改変食



品と実質的に異なり、その結果として、それぞれが個々に十分な安全性アセスメントの

対象とされるべきだと提案した。リスク管理という意味では、“あやまるより安全なほ
うが良い”が共通のアプローチであったが、予防の定義や、それをどのように適用する
べきかについては、合意が見られなかった。遺伝子改変食品の表示規制や、その結果と

して起こる同一性保全制度（identity preservation system？）は、消費者に、十分な
説明を受け、よく考えたうえでの選択（インフォームド・チョイス）ができるようにす

る方法として考えられた。そうした規制や制度についての情報は、農家に対しても、そ

の栽培作物の選択において、より効率的な意思決定を可能にするものである。 
 
問題は健康や安全以上のものだ… 
 
バイオテクノロジーや食品の安全性に対する懸念は、人の健康と安全の問題を越えた

問題である。経済的、社会的、また、倫理的な問題もある。食品の質、動物の福祉や生

物多様性は、多くの人たちが、情報が不適切だと考えた、ほんの一部の分野である。多

くの参加者らは、国内および国際的な規制の枠組みという流れの中で、“非科学的な”懸
念が取り上げられるのか、また、どのように取り上げられるのかを疑問視していた。食

品の安全性および質の分野において国の主権を維持することは、必須と考えられたが、

基準のハーモナイゼーションに向けて作業を進めてゆくことも、同等に重要である。問

題や、潜在的な解決策がかなり異なっているために、安全性と非安全性の問題を分ける

のが有益だということには、全般的な合意がなされた。農家にとっては、バイオテクノ

ロジー産業が大きく集中することは、ほんの一握りの多国籍企業によって牛耳られた製

品や技術に対する過度な依存を意味するかもしれない。 
 
持続可能な開発の枠組み… 
 
多くの人たちは、新しいバイオテクノロジーは、経済的および資源上での持続可能性

を包含する、持続可能な農業の枠組みの中で評価されなければならないという考えに合

意した。バイオテクノロジーの実際上のメリットや、とりわけ、遺伝子改変（GM）作
物について、かなり多くの討議が行われた。収量、コストや環境上の影響といった意味

でのメリットを支持したり疑ったりする、個々の証拠や科学的な研究が言及された。生

産者グループは、全般的に良い結果を報告したが、その体験は広範なものでなく、地域

的な気候条件が違いを生むかもしれない。農業の、小さいが、急速に伸びている部分を

代表する有機農家らは、遺伝子改変作物からの、隣接する農家に対する遺伝子改変作物

からの潜在的な損害について、懸念を表明し、保護と義務責任の手法についての問題を

提起した。農家のグループは、行動規準が遵守されたなら、遺伝子改変製品によって生

じたいかなる損害に対する義務責任に関しても、法により保護されるべきだと感じた。 
 
食品の安全性は、貿易問題でもある… 
 
許容できるリスクについての、国ごとに異なる評価を反映した、異なる食品の安全性



規制は、そうした規制が、科学上のリスクアセスメントのみに基く限り、国際貿易協定

に盛り込むことができることが指摘された。しかし、いくつかの団体は、科学は、定量

化できないリスクを評価することはできないと主張し、その結果として、予防を力説し

た。経済的、社会的また倫理的な配慮が、科学ベースのアプローチの上位に置かれた時

に、貿易紛争の可能性が増大するが、同時に、消費者の懸念も尊重されなくてはならな

い。国々は、国際機関を通して作業をすることによって、規制アプローチについてのコ

ンセンサスを求めなければならない。これらの問題に対処するうえで、“予防原則”の明
確化を含む、植物衛生および検疫（SPS）のシステムを更新することにより、WTOが
先導役を果たすべきだと一部の人たちが提案した。他の人たちは、これらの問題の多く

は、バイオセーフティ議定書（Biosafety Protocol Initiative）の下で一番うまく対処で
きると痛感した。貿易に対する非関税障壁の増大を恐れて、植物検疫あるいは技術的障

害に関する協定（TBT）に干渉されては困ると感じる人たちもいた。 
 
途上国に対するより大きな焦点… 
 
大半の人たちが、モダンバイオテクノロジーを、世界の増大する人口のための、増大

する食料供給を保証する重要な道具として見ていた一方で、誰ひとりとして、よりうま

く食料安保を達成するための、唯一あるいは最も重要な手段としてさえ考えていなかっ

た。そうした技術は、発展途上国における零細農家のために設計されたり、アクセス可

能であったりすることはほとんどない。貧困、政治紛争、非効率的な生産および世界貿

易制度の不均衡の方が、食料安保に対する、より大きな制約要因として見られていた。

しかし、たとえばメキシコからの体験は、モダンバイオテクノロジーには、国際的な競

争力を上げる一方で、持続可能な農業制度に貢献できる潜在力があることを示唆してい

た。種子産業は、南への技術移転はある程度起きていることを示したが、多くの参加者

らは、それらが、長期的な経済および環境の持続可能性に貢献できることから、発展途

上国における伝統的な作物を推進し、在来の作物品種を保護し、現地農家の知識を育成

するための、より大きな努力が必要だということに合意した。 
 
研究は継続されなければならない… 
 
事実上、すべての参加者が、モダンバイオテクノロジー研究が継続されるべきである

ことに合意した。しかし、基礎および応用研究の双方の、公共部門から民間部門への移

管ならびに公共研究の民営化について、懸念が表明された。多くの人たちは、バイオテ

クノロジーの農業分野での応用についての研究において、より大きな、政府あるいは非

営利団体の関与を求めた。主要な問題は、そうした作物や製品の、食物連鎖や環境への

導入である。研究は増やされるべきだが、それは、定期的なモニタリングを伴い、注意

深くコントロールされた条件下でのみ行われるべきだと提案された。また、すべての研

究が有益だとは見られなかった。たとえば、特許保護の理由だけのための種子を作れな

くする（terminator gene）の開発は、参加者の大半によって強く拒否された。特許化
と作物育種家の権利の関係では、企業は、研究に対する多額の投資に対して、妥当なリ



ターンを得る何らかの保証が必要であることが認識された。しかし、農家の、彼ら自身

の作物から得た種子を再使用する権利もまた、尊重されなければならない。生き物を特

許化する可能性も論点となったが、なんら明確なコンセンサスは得られなかった。先進

国においては、生分解性プラスチックやバイオ燃料といった、作物の、食品としてでは

ない使用は、農業地域社会に、新しい経済的な息吹を吹き込むことにつながるかもしれ

ない。一部の人たちは、農業分野でのバイオテクノロジーの工業的利用は、そう遠くな

い将来において、かなり重要になることを示唆した。 
 
より多くの情報、より多くの対話… 
 
健全な科学に、より大きな力点を置くことは、リスクアセスメント、リスク管理およ

びコミュニケーションのために不可欠であると考えられた。あまりにもしばしば、実質

的でない要求、体系的でない個々の研究報告や偏向した報告が、問題を曇らせてきた。

科学研究報告は、公開される前に必ず同等レベルの研究者によって吟味されるべきであ

る。政府、産業界やNGOは事実関係を確かめ、その情報を一般市民に提供する義務が
ある。科学者も、いまだ未知のことが多く、多くの研究がなされなければならないこと

を強調した。すべての利害関係者らは、計画立案から実施にいたるまでの規制のプロセ

スについて、相談を受けることを欲している。このプロセスは、公共の信頼を得るため

には、分析的に言って、健全で、客観的で、信頼性があり、透明且つ説明できるもので

なくてはならない。 
 
これらの概要は、 

http://www.oecd.org/subject/biotech/ngoconsultation.htm. 
のOECD Web siteから得られる。                                

 
                     OECD事務局長 

ドナルド・ジョンストン 
                     パリ 
 
 


